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れません。 

日本労働弁護団では、7月 3日、「働き方改革

関連法案の採決強行に反対する抗議声明」を発

表し、採決の強行に強く抗議しました。 

 

今後は、労政審で働き方改革関連法の省令等

の議論がはじまります。高プロ制度を限定的な制度

にするべく労政審に要求していきます。また、すべての

労働組合と労働者のみなさんとともに、高プロ制度

の導入に反対し、この制度を使わないまま廃止させ

るようたたかいます。 

   ［発信元］     日本労働弁護団 
〒101-0062 千代田区神田駿河台 3-2-11 連合会館 4階 

TEL: 03-3251-5363  FAX: 03-3258-6790 

■「働き方改革」一括法案、成立 

労働時間法制を適用除外とする「高度プロフェッ

ショナル制度」（高プロ）創設が盛り込まれた「働き

方改革」一括法案。6月 28日に参議院厚生労

働委員会で、翌 29日に参議院本会議において可

決され、成立しました。 

政府・与党は、労働組合、過労死を考える家族

の会、日本労働弁護団などによる連日連夜の抗議

行動に目もくれず、過労死遺族と会おうともしません

でした。 

 
（6月 28日 参議院会館前での抗議行動） 

■抗議声明 

高プロ制度は、労働時間規制を全て外し、使用

者が労働者に対して際限のない長時間労働をさせ

ることが可能となります。これは、労働基準法による

労働者保護規制の破壊であり、わが国で働く労働

者に取り返しのつかない弊害をもたらすものです。 

高プロ制度を望む労働組合や労働者など誰もい

ません。このような悪法の採決を強行することは許さ 
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